
本年度未就業会員の方々を中心に就業相談を各事務所で開催します。
就業相談や登録内容事項の変更などがありましたら次の日時に担当
事務所までお越しください。

本　
　

部

鶴見区の会員の方 平成 27 年２月 25 日（水） 午前９時30分～正午
旭区の会員の方 平成 27 年２月 25 日（水） 午後１時～午後４時30分
都島区の会員の方 平成 27 年２月 26 日（木） 午前９時30分～正午
城東区の会員の方 平成 27 年２月 26 日（木） 午後１時～午後４時30分

南
部
支
部

中央区・東成区の会員の方 平成 27 年２月 16 日（月） 午前10時～午後０時30分
生野区・阿倍野区の会員の方 平成 27 年２月 16 日（月） 午後１時30分～午後５時
天王寺区・東住吉区の会員の方 平成 27 年２月 17 日（火） 午前10時～午後０時30分
平野区・浪速区の会員の方 平成 27 年２月 17 日（火） 午後１時30分～午後５時

西
部
支
部

大正区・住吉区の会員の方 平成 27 年２月 19 日（木） 午前９時30分～正午
此花区・西区の会員の方 平成 27 年２月 19 日（木） 午後１時～午後４時30分
住之江区・西成区の会員の方 平成 27 年２月 20 日（金） 午前９時30分～正午
福島区・港区の会員の方 平成 27 年２月 20 日（金） 午後１時～午後４時30分

北
部
支
部

北区・淀川区の会員の方 平成 27 年１月 19 日（月） 時間は２日間とも
午前９時30分～正午・
午後１時～午後４時30分西淀川区・東淀川区の会員の方 平成 27 年１月 20 日（火）

● 配分金支払日は、原則、翌月15日ですが１月と
５月の支払日は17日です。
● 支払日が金融機関の休日にあたる場合はその翌営
業日です。

● 派遣賃金の支払日は、原則、翌月25日ですが、
支払日が金融機関の休日にあたる場合はその前後
の営業日です。

12月分 １月19日（月） ４月分 ５月18日（月）
１月分 ２月16日（月） ５月分 ６月15日（月）
２月分 ３月16日（月） ６月分 ７月15日（水）
３月分 ４月15日（水） ７月分 ８月17日（月）

12月分 １月26日（月） ４月分 ５月25日（月）
１月分 ２月25日（水） ５月分 ６月25日（木）
２月分 ３月25日（水） ６月分 ７月24日（金）
３月分 ４月24日（金） ７月分 ８月25日（火）

ワンコインサービスとは、地域に密着したいきがい就業の観点から、大阪市内にお住いの概ね�0歳
以上のお一人暮らしや高年齢世帯のご家庭を対象に、ワンコイン（500円）での仕事を請負っています。
シルバー人材センター及び会員が地域貢献のために格安でサービスを提供するものです。
お手伝いいただける会員の方は、各事務所にご連絡ください。お待ちしています。

高年齢者サポート事業（ワンコイン）サービスに
ご協力いただける方を募集しています

作業時間は�0分以内の簡易な作業です

電球・蛍光灯の交換、水道パッキンの交換、花壇や鉢植えなどの水まき、
ゴミだし、家具の移動、戸車の交換など

例えばこんな仕事を請負っています

－ 9－

未就業会員
相談日のお知らせ

配分金の支払日 派遣賃金の支払日
ご　確　認　く　だ　さ　い　！




